
 
 

 

 

 

 

 

会議の公開・非公開について 

 

 

本日の議事において非開示情報が含まれることから，情報公開条例に基づき，一部非公

開とする。 

 

 

 

情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号） 

 

（会議の公開） 

第 19条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議（法令の規定に

より公開することができないとされている会議を除く。）は，公開するものとする。た

だし，次に掲げる場合であって当該会議の構成員の３分の２以上の多数で決定したとき

は，非公開の会議を開くことができる。 

(1) 非開示情報が含まれる事項について調停，審査，審議，調査等を行う会議を開催す

る場合 

(2) 会議を公開することにより，当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認め

られる場合 

 

 （行政文書の開示義務） 

第８条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る行政文書に次の各号に掲

げる情報のいずれかが記録されている場合を除き，開示請求者に対し，当該行政文書を

開示しなければならない。 

（略） 

 (3) 法人その他の団体(国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公

社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に

関する情報であって，公開することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上

の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし，事業活動によって

生じ，又は生ずるおそれのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護

するため，公開することが必要であると認められる情報を除く。 

資料１ 


